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１．はじめに 

本連載は、主に国際会計基準審議会（IASB）の月次会議等における討議内容に基づき、IFRS

をめぐる最新の動向を伝えることを目的としています。今回は、2023 年４月の IASB 会議で議論さ

れた公開草案「国際的な税制改革‐第２の柱モデルルール」について、公開草案の内容も含めて

説明します。このテーマは、IFRS を任意適用する日本企業の今３月決算において、その動向が特

に注目されているものです。なお、本稿の内容は今後の IASB の討議状況によって変更される可

能性があり、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りします。 

２．公開草案の公表の経緯 

（1）背景 

2021 年 12 月、経済協力開発機構（OECD）は、第２の柱モデルルールを公表しました。本モデ

ルルールは、経済のデジタル化から生じる課税上の課題に対処するための２つの柱で構成された

解決策の１つであり、世界の GDP の 90％以上を占める 135 以上の国および法域によって合意さ

れたものです。 

第２の柱モデルルールは、大規模多国籍企業グループ ① が事業を営む国または法域におい

て稼得した所得に対して最低限の税金（最低法人税率 15％による税金）の支払を確実にすること

を目指しています。本モデルルールの適用対象となる大規模多国籍企業グループには、事業を営

む国または法域ごとに実効税率を計算し、実効税率と最低税率 15％との差異について、トップアッ

プ税を支払う義務が生じます。一部のトップアップ税 ② については、その一次的な支払義務は、大

規模多国籍企業グループの最終的な親会社にあります。 

第２の柱モデルルールは共通アプローチの一部として適用され、各法域が国内法として成立さ

せることになっています。一部の国では 2023 年中の国内法の制定または実質的な制定が見込ま

れています。日本では、2023 年３月 28 日に国会で可決・成立された令和５年度税制改正法にお

いて、グローバル・ミニマム課税制度として、第２の柱モデルルールのうち所得合算ルール（IIR）が

導入されました（【図表１】）。そのため、IFRS を任意適用する日本企業においては、2023 年３月期

決算において税効果会計上の取扱いが問題となります。 

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Za_ArticleFrameAction.do?id=3602


【図表１】日本における第２の柱（グローバル・ミニマム課税）の導入スケジュール 

項目 立法化のタイミング 適用日 

所得合算ルール 

（IIR：Income Inclusion Rule） 

令和５年度税制改正 

（国会で可決・成立済み） 
2024 年４月１日 

軽課税支払ルール（UTPR：Undertaxed 

Payments Rule） ③ 

令和６年度税制改正 

（早ければ） 

2025 年４月１日 

（早ければ） 

国内ミニマム課税（QDMTT：Qualified 

Domestic Minimum Top-up Tax） ④ 

令和６年度税制改正 

（早ければ） 

2025 年４月１日 

（早ければ） 

（2）トップアップ税の計算 

第２の柱モデルルールのうち改正税法に盛り込まれた所得合算ルール（IIR）におけるトップアッ

プ税の計算イメージは【図表２】のとおりです。 

本モデルルールの適用対象となる大規模多国籍企業グループは、事業を営む国または法域に

おける所得と税額に基づき、国または法域ごとに実効税率を計算します。当該実効税率が最低法

人税率 15%を下回っている場合は、両者の差異がトップアップ税率となり、当該国または法域の超

過利益 ⑤ にトップアップ税率を乗じることによりトップアップ税を計算します。 

【図表２】所得合算ルール（IIR）におけるトップアップ税計算のイメージ 

 

（3）公開草案の公表 



繰延税金資産および繰延税金負債は、報告期間の末日までに制定または実質的に制定され

ている税法に基づいて算定しなければなりません（IAS 第 12 号「法人所得税」第 47 項）。しかし、

利害関係者は、第２の柱モデルルールから生じるトップアップ税の会計処理において、企業が IAS

第 12 号の原則および要求事項をどのように適用するかが明確になっていないため、第２の柱モデ

ルルールから生じる法人所得税の会計処理への潜在的な影響、特に、繰延税金の会計処理への

影響（繰延税金資産および繰延税金負債の認識および測定に影響があるか否か）について懸念

を示しています。いくつかの法域で当該モデルルールを導入するための税法の制定が間近に迫っ

ている状況にあり、その会計処理の明確化に対する緊急の対応が求められました。 

そこで、2023 年１月９日、IASB は、第２の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金の会計処

理を免除する一時的な例外規定を定めた、IAS 第 12 号の修正を提案する公開草案「国際的な税

制改革‐第２の柱モデルルール」を公表しました。 

３．公開草案の内容 

本修正案の概要は【図表３】のとおりです。 

【図表３】IAS 第 12 号の修正案の概要 

主な内容 適用時期 

①IAS 第 12 号の要求事項に対する例外として、第２の

柱の法人所得税に係る繰延税金資産および繰延税

金負債に関しては、認識および情報の開示をしては

ならない。 

②以下の開示を要求する。 

（a）第２の柱の法人所得税に係る繰延税金資産およ

び繰延税金負債の認識および情報開示に例外を

適用した旨を開示する。 

公表後に直ちに遡及適用 

（IAS 第 12 号の修正の公表時点

で発行が未承認の財務諸表に適

用される。ただし、現地の承認プ

ロセスに従う） 

（b）第２の柱の法人所得税に係る当期税金費用（収

益）を区分して開示する。 

（c）第２の柱の法制の制定または実質的な制定から発

効までの期間において、当期のみについて次の事

項を開示する。 

2023 年１月１日以後開始する年

次報告期間に適用 



（i）営業を行っている法域において制定または実質

的に制定された法制に関する情報 

（ii）当期の平均実際負担税率が 15%未満である法

域 

・これらの法域における税金費用（収益）および

会計上の利益の総額、加重平均実際負担税

率 

（iii）第２の柱の法制への準拠のための準備にあた

り行った評価で次のような法域があることが示さ

れているかどうか 

・上記（ii）で識別されているが、第２の柱の法人

所得税の支払の対象とならない可能性がある

法域 

・上記（ii）で識別されていないが、第２の柱の法

人所得税の支払の対象となる可能性がある

法域 

第２の柱の法制の制定および適用が差し迫っていることから、本修正案のコメント期間は 60 日

間に短縮され、2023 年３月 10 日がコメント提出期限とされていました。提出期限後、IASB は、

2023 年４月の追加会議において、ただちに寄せられたコメントについて議論を行っています。 

４．公開草案の審議状況 

2023 年４月 11 日、IASB は、追加会議を開催して IAS 第 12 号の修正案に寄せられたコメント

について議論し、以下の項目について暫定的な決定を行いました。 

（1）繰延税金の会計処理の一時的な例外 

公開草案における以下の提案を最終化する。 

①繰延税金の会計処理に一時的な例外規定を導入する。 

②例外規定の適用は強制（一律適用）とする。 

③例外規定をどのくらいの期間存続させるかは特に定めない。 



④例外規定の適用範囲は公開草案から変更しない。 

⑤例外規定を適用した旨の開示を要求する。 

（2）開示 

第２の柱の法制の制定または実質的な制定から発効まで、および発効後の期間について、以

下を要求事項とする。 

①発効前の期間に係る開示 

（a）企業は、第２の柱の法制から生じる法人所得税に対する企業のエクスポージャーを財務諸

表利用者が理解するために有用な情報を開示する。 

（b）企業は、上記の開示目的を満たすため、報告期間の末日における企業のエクスポージャー

に関して、既知または合理的に見積可能な定性的および定量的な情報を開示する。開示

する情報は、第２の柱の法制の特定の要求事項のすべてを反映する必要はなく、一定の

範囲を示すかたちで提供される場合もある。情報が既知のものでない、または合理的に見

積可能でない場合、企業はその旨を開示する。 

（c）情報が既知のものでない、または合理的に見積可能でない場合、企業は、第２の柱の法人

所得税に対するエクスポージャーの評価の進捗について開示する。 

②発効後の期間に係る開示 

 企業は、第２の柱の法人所得税に係る当期税金費用（収益）を区分して開示する。 

（3）経過措置および発効日 

IAS 第 12 号の修正の経過措置および発効日について、以下を要求事項とする。 

①IAS 第 12 号の修正は、公表後直ちに IAS 第８号に従って遡及適用され、企業は繰延税金の会

計処理に一時的な例外規定を適用し、例外規定を適用した旨を開示する。 

②開示（４（1）⑤の例外規定を適用した旨の開示は除く）に関する要求事項は、2023 年１月１日以

後に開始する年次報告期間から適用される。 

③開示（４（1）⑤の例外規定を適用した旨の開示は除く）に関する要求事項は、2023 年 12 月 31

日以前に終了する期中報告期間には適用されない。 

IASB は、デュープロセスに従い、IAS 第 12 号の修正案を最終化するために投票プロセスを開

始することを決定しました。IAS 第 12 号の修正は、2023 年５月後半に公表される見込みです。 



５．日本の IFRS 任意適用企業の 2023 年３月期決算における税効果会計上の取扱い 

（1）繰延税金の会計処理に関する問題 

所得合算ルール（IIR）を含む令和５年度税制改正法が、2023 年３月 28 日に国会で可決・成立

しています。IAS 第 12 号では、繰延税金資産および繰延税金負債は、報告期間の末日までに制

定または実質的に制定されている税法に基づいて算定する必要があります（IAS 第 12 号第 47

項）。 

IAS 第 12 号の修正案の最終化および 連結財務諸表規則第 93 条 に規定する指定国際会計

基準としての指定が財務諸表の発行の承認日までに完了すれば、修正後の IAS 第 12 号に従っ

て繰延税金を会計処理しないことになると考えられます。一方、財務諸表の発行の承認日までに

完了しない場合、原則通り、第２の柱の影響を考慮して繰延税金の会計処理を検討する必要があ

るのかが問題となります（【図表４】）。 

【図表４】財務諸表の発行の承認日に関連するタイムライン 

 

現時点では、本修正案の最終化は 2023 年５月後半になると見込まれています。そのため、最

終化後の指定国際会計基準としての指定が IFRS 連結計算書類の承認までに完了しない可能性

があり、この問題が生じ得ます ⑥ 。 

（2）問題への考えられる対応 

以下の理由から、2023 年３月期決算においては、各企業において、第２の柱モデルルールに

係る繰延税金資産および繰延税金負債を認識しないことを会計方針として選択することも許容さ

れると考えられます。 

①公開草案の結論の根拠（BC10 項）では、第２の柱課税について、繰延税金への影響があるかを

IASB が結論付けていない。そのため、現行の IAS 第 12 号の要求事項では、企業が第２の柱

課税に IAS 第 12 号を適用するのか、また、どのように適用するかが不明確である。 

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Hh_ArticleFrameAction.do?LHOUCD=HHSKT001010&YEAR=2023&JYONUM=93


②IAS 第 12 号の要求事項が明確でないため、企業は IAS 第８号「会計方針、会計上の見積りの

変更及び誤謬」第８項を適用し、以下を理由として、第２の柱モデルルールに係る繰延税金資

産および繰延税金負債を認識しないことを会計方針として策定できる余地がある。 

（a）第２の柱モデルルールに係る繰延税金の会計処理について追加的な明確化がない状況で

は、会計処理に多様性が生じ、第２の柱モデルルールに係る繰延税金の会計処理により提

供される情報が必ずしも有用性（目的適合性、忠実な表現）のあるものとならない可能性があ

る。 

（b）第２の柱モデルルールに係る繰延税金資産および繰延税金負債を認識しない例外規定を定

める IAS 第 12 号の修正が予定されているため、本修正案の最終化と指定国際会計基準の

指定前の期間だけ繰延税金資産および繰延税金負債を認識し、その後の期間においてそ

れを取り崩すことは有用な情報を提供しない。 

（c）IFRS と同様の枠組みを適用する米国会計基準に関して、米国会計基準審議会（FASB）のスタ

ッフが最近公表した解釈 ⑦ と、繰延税金を会計処理しない点で整合的な結果となる。 

６．日本基準における動き 

日本基準においても同様の動きがあり、2023 年３月 31 日、企業会計基準委員会（ASBJ）は、実

務対応報告第 44 号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の

適用に関する当面の取扱い」を公表しました。これにより、2023 年３月期決算における税効果会計

については、グローバル・ミニマム課税制度の影響を考慮しないことになりました（【図表５】）。 

【図表５】実務対応報告第 44 号の概要 

主な内容 

（１）税効果会計の適用にあたっては、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しない（強

制適用）。 

（２）IAS 第 12 号の修正案では一定の事項の開示が提案されているが、本実務対応報告は主

として 2023 年３月期決算に向けた短期的な対応を目的としていることから、開示については求

めない。 

７．おわりに 

IASB には、できるだけ早く IAS 第 12 号の修正案を最終化し、修正基準の公表に向けて迅速に

作業を進めていくことが期待されています。しかしながら、修正基準の公表と指定国際会計基準へ

の指定が IFRS 連結計算書類が承認されるときまでに間に合わない可能性があり、IFRS を任意適



用する日本企業の今３月決算においてどのように対応することになるかは、依然として流動的な状

況にあります。 

IFRS 適用企業は、IASB の審議の状況および修正基準の公表に関する動向について、引き続

き注意を払う必要があります。 

 

①  連結財務諸表における収益が、直前４事業年度のうち少なくとも２事業年度において、７億５

千万ユーロ（約 1,000 億円）超である多国籍企業グループをいう。 

②  【図表１】の所得合算ルール（IIR）によるものをいい、以下同様である。 

③  所得合算ルール（IIR）のバックストップ（補完）機能をもつルールとして、軽課税国にある親

会社等の税負担が 15％に達していない場合に、最低税率 15％になるまで子会社等の国で課税

される。課税イメージは、財務省「令和５年度税制改正（案）のポイント」（令和５年２月）の「５国際課

税」

（URL： https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23/zeiseian05_05.pdf ）を

参照（脚注４も同様）。 

④  上記２つのルールの他に、各法域は「国内ミニマム課税」を導入する場合もある。軽課税国

は、第２の柱モデルルールが適用される多国籍企業グループに属している自国の子会社に対し

て、親会社に課税が行われる前に、トップアップ税の自国への納税を国内法によって求める。 

⑤  所得金額から支払給与および有形固定資産の帳簿価額の一定割合を控除した金額をい

う。【図表２】の計算例では簡略化のため、当該控除額はないものとしている。 

⑥  本修正案の最終化と指定国際会計基準の指定が、有価証券報告書の提出までに行われた

場合、有価証券報告書では問題とならないと思われる。 

⑦  2023 年２月、FASB スタッフは、第２の柱課税は、米国会計基準の下での代替ミニマム税で

ある（並行して適用されるものの、法人所得税とは独立した税制度である）との見解を述べた

（February 1, 2023 FASB Board Meeting - Other technical inquiry discussion

（URL： https://fasb.org/Page/PageContent?pageId=/meetings/pastmeetings/02-01-

23.html&bcpath=tff ）。これによると、報告企業は、制定された法律が第２の柱モデルルールおよび

関連するコメンタリーと整合している限り、第２の柱課税の見積られる将来の影響に関して繰延税

金資産および繰延税金負債を認識または調整しない。当該税金は第２の柱課税の納税義務が生

じる年度の実効税率に影響を与える期間費用として会計処理されることになる。 

 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23/zeiseian05_05.pdf
https://fasb.org/Page/PageContent?pageId=/meetings/pastmeetings/02-01-23.html&bcpath=tff
https://fasb.org/Page/PageContent?pageId=/meetings/pastmeetings/02-01-23.html&bcpath=tff
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